






1年次 2年次 3年次 4年次

ド イ ツ 語 1

ド イ ツ 語 2

ド イ ツ 語 3

ド イ ツ 語 4

ドイツ語海外研修

フ ラ ン ス 語 1

フ ラ ン ス 語 2

フ ラ ン ス 語 3

フ ラ ン ス 語 4

フランス語海外研修

中 国 語 1

中 国 語 2

中 国 語 3

中 国 語 4

中 国 語 海 外 研 修

朝 鮮 語 1

朝 鮮 語 2

朝 鮮 語 3

朝 鮮 語 4

朝 鮮 語 海 外 研 修
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1年次 2年次 3年次 4年次

環 境 思 想 史

日 本 文 化 史

平 和 学

宗 教 と 人 間

日 本 と 西 洋

日 本 と 中 国

日 本 と韓 国・朝 鮮

日 本 国 憲 法

世 界 の 政 治

文 化 人 類 学

都 市 と 農 村

民族とマイノリティ

ジ ェ ン ダ ー 論

心 理 学 概 論

ス ポ ー ツ の 歴 史

社会とボランティア

ボランティア活動支援演習1

ボランティア活動支援演習2

ボランティア・インターンシップ

スポーツ科学実習1

スポーツ科学実習2

日 本 事 情 1

日 本 事 情 2

日 本 事 情 3

日 本 語 1

日 本 語 2

日 本 語 3

日 本 語 4

上 級 日 本 語 1

上 級 日 本 語 2

上 級 日 本 語 3

上 級 日 本 語 4
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留学生向け科目
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留学生向け科目
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（2）展開科目
　　単位数を「○」でかこんだものは必修科目（卒業までに必ず単位を修得しなければならない科目）です。
　　「－」と有るものは、履修しても卒業要件単位に算入しません。

1年次 2年次 3年次 4年次

人 間 存 在 論

宗 教 環 境 論

生 命 倫 理

日 本 文 化 論

中 国 文 化 論

韓 国・朝 鮮 文 化 論

ヨーロッパ文化論

英 米 文 化 論

比 較 文 化 論

伝 統 文 化 論

メ デ ィ ア 文 化 論

大 衆 文 化 論

生 活 文 化 論

コミュニケーション論

比 較 社 会 論

ア ジ ア 近 代 史

社 会 変 動 論

西 洋 近 代 史

都 市 と 風 土

文 章 表 現 論

心 身 医 療 概 論

交 流 分 析

サプリメント総 論

発 達 心 理 学

心 理 学 研 究 法

健 康 心 理 学

現 代 社 会 と 法
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小　　　計 36以上

1年次 2年次 3年次 4年次

環 境 倫 理

環 境 教 育 論

都 市 地 理 学

都 市 の 歴 史

観 光 論

環 境 心 理 学

学 習 心 理 学

ボランティアマネジメント論

生 命 史

文 化 社 会 学

環 境 社 会 学

環 境 法

環 境 経 済 学

情 報 倫 理

社 会 福 祉 論

医 学 一 般

精 神 医 学

精 神 保 健 論

運動指導の心理学

環 境 衛 生 学

ス ポ ー ツ 文 化 論

健 康 栄 養 論

健康運動プログラム論

生 涯 学 習 論

生 涯 学 習 特 論

社 会 教 育 計 画 1

社 会 教 育 計 画 2

社会教育課題研究1

社会教育課題研究2

特 別 講 義 Ａ

特 別 講 義 Ｂ
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（3）実践科目
　　単位数を「○」でかこんだものは必修科目（卒業までに必ず単位を修得しなければならない科目）です。
　　「－」と有るものは、履修しても卒業要件単位に算入しません。

注）履修要件および資格支援科目について

イ　別に定める教職関連科目に係わる授業科目のうち、「教育哲学」、「教育心理学」、「道徳教育の理論と方
法」および「人権教育」の各科目は、履修し修得した単位を、基本科目区分の現代社会と文化分野の卒
業要件単位に組み入れることができる。

ロ　留学生の基本科目区分の履修要件については、次のとおりとする。
　 日本語分野については、「上級日本語1、2、3、4」を必修科目として取り扱う。
ハ　資格支援科目に係わる備考欄中の表記は、次のとおりとする。
　 (1)※イは、別に定める「社会教育主事」の資格取得に係わる科目
　 (2)※ロは、別に定める「社会福祉主事」の資格取得に係わる科目
　 (3)※ハは、別に定める「ボランティア・NPO講座」に係わる科目

1年次 2年次 3年次 4年次

プ ロ ゼ ミ ナ ー ル

コミュニケーション演習1

コミュニケーション演習2

フィー ルド 演 習 1

フィー ルド 演 習 2

フィー ルド 演 習 3

ゼ ミ ナ ー ル 1

ゼ ミ ナ ー ル 2

ゼ ミ ナ ー ル 3

コンピュータ基礎演習1

コンピュータ基礎演習2

コンピュータ応用演習1

コンピュータ応用演習2

卒 業 研 究 1

卒 業 研 究 2
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第 ２ 章　　学年、学期および休業日

第 ３ 章　　入学、学籍および留学等

第 ４ 章　　教育課程、履修方法および課程修了の認定
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○	大阪産業大学学則

制　　定　昭和 40 年 4 月 1 日

最近改正　平成 28 年 3 月 19 日

第１章　総　則

（目的）

第１条　大阪産業大学（以下「本大学」という。）は教育基本法に則り、学校教育法の定める大学と

して、産業、交通に関する学術を中心に、広く知識を授けるとともに、深く専門の学術を教授し、

研究し、個性豊かな教養高き人格を備え、応用能力と実践性に富む有為な人材を養成し、文化の

向上と産業、交通の発展に寄与することを目的とする。

（学部、学科）

第２条　本大学に次の学部および学科を置く。

　　　　人間環境学部 文化コミュニケーション学科

 生活環境学科

 スポーツ健康学科

　　　　経営学部 経営学科

 商学科

　　　　経済学部 経済学科

 国際経済学科

　　　　デザイン工学部 情報システム学科

 建築・環境デザイン学科

　　　　工学部 機械工学科

 交通機械工学科

 都市創造工学科

 電子情報通信工学科 

（教育研究上の目的）

第３条　本大学の学部および学科の教育研究上の目的は、次の各項および各号のとおりとする。

2　人間環境学部は、人間環境の形成に関わる総合的視野と認識・判断能力を涵養することを教育の

目的として、実践的教育を通じて、学ぶ意欲と問題解決能力を身につけた人材を育成する。また、

人間環境の本質、諸相を解明し、文化・生活・自然を総合的にとらえる学問領域の構築ができる人

材を育成することを人材養成上の目的とする。

（1）文化コミュニケーション学科は、日常生活様式としての「文化」および個々の文化成員がそ

れを受け継ぎ体系化していくための「コミュニケーション」について、様々な視点から探究し、

より豊かな人間性を獲得し、多面的な社会のあり方を受容し、よりよい社会の構築に寄与する

能力を修得させることを教育目標とする。
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（2）生活環境学科は、住まいから都市・地域に至る多様な生活環境を科学的に理解することを基

本とし、よりよい人間環境や自然環境の形成や地球環境の保全に資する能力を修得させること

を教育目標とする。

（3）スポーツ健康学科は、環境の中で「人間」がよりよく生きるとはなにかを総合的に理解し、

スポーツ科学と健康科学の両面から人間の生活の質を向上させるための教育研究を実施する。

また、その成果をもって社会全般を支援できる能力を修得させることを教育目標とする。

3　経営学部は、専門知識の修得と独立心やコミュニケーション能力の向上により社会で信頼される

人格形成を促進し、将来各般の産業分野で活躍できる人材を育成することを人材養成上の目的とす

る。

（1）経営学科は、多様化する現代社会のニーズに対応すべく、企業経営・会計・マーケティング・

情報システムなどビジネスに不可欠な幅広い知識を修得させることを目指す。個性豊かで活力

ある人材の輩出と職能別・産業別に具体性の高い教科内容を拡大し、社会に有用な能力を修得

させることを教育目標とする。

（2）商学科は、市場システムの変革を反映した事業システムの構築を行いうる能力、産業界に対

して自らの考えを創出して問題を解決する能力、業種の枠を超えて機能横断的に物事を発想し

て起業できる能力、サプライチェーン・マネジメントを企画立案できる能力、グローバル・フ

ァイナンス業務を遂行できる能力、グローバルビジネスに戦略的に対応できる能力を修得させ

ることを教育目標とする。

4　経済学部は、経済社会の情報化・国際化が進展する中で、日本および世界の経済構造を研究分析

するとともに、経済社会の変動に対応しうる分析力と判断力を備えた人材を育成することを人材養

成上の目的とする。

（1）経済学科は、経済社会の情報化・国際化が進展する中で、経済社会の仕組みを理解するため

の基礎知識を身につけ、総合的視野に立って経済社会の変動に柔軟に対応しうる能力を修得さ

せることを教育目標とする。

（2）国際経済学科は、経済社会の情報化・国際化が進展する中で、日本はもとより世界経済の発

展に貢献するため、経済社会の国際化に適用する分析力と判断力を備えた能力を修得させるこ

とを教育目標とする。

5　デザイン工学部は、システム・空間・環境を含む「モノ」づくりに関わるデザイン、および、情

報工学・建築工学・環境工学等に基づくエンジニアリング・デザインを教育研究し、デザイナー、

デザイン・エンジニアといった高度専門職業人の養成とともに、その素養を生かして広く社会で活

躍する幅広い職業人の育成を人材養成上の目的とする。

（1）情報システム学科は、今後の高度情報化社会において重要となる「人に優しい」感性的な

評価の情報処理を基にして、ネットワーク、組込みシステム、Web システム、感性デザイン、

CG・アニメーションに係わる基礎技術の教育研究を実施する。これによって、コンテナ系とコ

ンテンツ系の諸技術を新しい視点から科学的に探求し、今後の高度情報化社会に貢献できる能

力を修得させることを教育目標とする。

（2）建築・環境デザイン学科は、都市環境、建築、インテリア、クラフト、プロダクトのデザ

イン専門分野の別に、創造力に溢れ、広い視野・豊かな感性・確かな技術力をもって、美・ア
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メニティ・機能を備える環境・空間・モノを創出する実務的な「デザイナー」を養成する。ま

た、デザイナーとしての基礎力（問題解決能力、論理的思考力、コミュニケーション・スキル、

CAD・CG を含む情報リテラシー）を駆使していかなる分野においても幅広く活躍できる能力

を修得させることを教育目標とする。

6　工学部は、自然環境と人間社会との健全かつ永続的な調和と共生を基に、与えられた環境の中で

応用力と柔軟な発想で個性豊かな創造力とユニバーサルな視点をもって最善の努力ができる人材を

育成することを人材養成上の目的とする。

（1）機械工学科は、素材を加工し付加価値をつけ、社会が必要とする製品を作り出す（ものづく

り）技術を修得させるため、技術が社会に及ぼす影響を地球的観点から考え、修得した知識を

もとにデザインし、ものづくりができる自立した能力を修得させることを教育目標とする。

（2）交通機械工学科は、自動車、鉄道、航空機、船舶など個々の輸送機械のみならず、それらを

効率的に機能させる制御および管制のネットワークも含めた幅広いシステムについて探究する。

これらの教育・研究により、交通機械とそのシステムに関する研究開発や実務に対応できる専

門能力と、交通機械と人のつながりを多面的に考察し、環境問題や人々の福祉にも貢献できる

能力を修得させることを教育目標とする。

（3）都市創造工学科は、自然と人間との健全かつ永続的な調和と共生のもとで都市創造について

幅広く考えることができ、社会に与える影響力の重要性と社会的責任とを理解・自覚し、良識

と高い倫理感、かつ国際的視野をもって、自主的に課題を探求し、周りにも働きかけ、自らも

解決策を見出し実践することを念頭に置き、実務的な事柄を着実に遂行できる能力を修得させ

ることを教育目標とする。

（4）電子情報通信工学科は、高度情報化社会の進展に伴い、電気関連産業における中心が、電子・

情報・通信工学を融合させたものへと変遷を遂げる中で、電子・情報・通信分野の学習を通じて、

ユビキタス情報化社会、高度情報化社会の未来を切り拓く能力を修得させることを教育目標と

する。

（大学院）

第４条　本大学に大学院を置く。

2　大学院に関する学則は、別に定める。

（入学定員、3 年次編入学定員および収容定員）

第５条　本大学の学部に属する学科の入学定員、3 年次編入学定員および収容定員は、別表第 1 の

とおりとする。

　（修業年限）

第６条　本大学の学部の修業年限は 4 年とする。

2　学部の同一学科においては、休学期間を除き、修業年限の 2 倍を超えて在学することはできない。

ただし、経済学部においては、学科配属前の期間を含む。

3　第 24 条による留学期間のうち、1 ヵ年以内は、修業年限に算入することができる。

（修業年限の特例）

第７条　前条の規定にかかわらず、本大学の学部に 3 年以上在学した者が、卒業要件単位を優秀な

成績で修得し、別に定める基準を満たしたと認める場合には、その卒業を認めることができる。

学　

則

066



第２章　学年、学期および休業日

（学年）

第８条　学年は 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終わる。

（学期）

第９条　人間環境学部は、4 年間を 8 セメスターに区分し、各学年の前期を奇数セメスター、後期

を偶数セメスターとする。

　奇数セメスター　4 月 1 日から 9 月 20 日まで

　偶数セメスター　9 月 21 日から翌年 3 月 31 日まで

2　経営学部、経済学部、デザイン工学部、工学部は、学年を次の 2 期に分ける。

前期　4 月 1 日から 9 月 20 日まで

後期　9 月 21 日から翌年 3 月 31 日まで

（休業日）

第１０条　休業日は次のとおりとする。ただし、必要のあるときは、学長は臨時に休業日を設ける

ことができる。

（1）日曜日

（2）国民の祝日に関する法律に定める休日

（3）本学園の創立記念日　　11 月 1 日

（4）春期休業　2 月 22 日から 3 月 25 日まで

（5）夏期休業　7 月 27 日から 9 月 14 日まで

（6）冬期休業　12 月 22 日から翌年 1 月 7 日まで

2　前項の休業日については、学長は教授会の議を経て、変更することができる。

第３章　入学、学籍および留学等

（入学時期）

第１１条　入学の時期は、学年の初めとする。

　（入学資格）

第１２条　第 1 年次に入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、その年度の入学試験に合格

した者でなければならない。

（1）高等学校を卒業した者、または通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課

程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。）

（2）外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者、またはこれに準ずる者で、文部

科学大臣の指定した者

（3）文部科学大臣が指定した者

（4）大学入学資格検定規程により文部科学大臣が行う大学入学資格検定に合格した者

（5）高等学校卒業程度認定試験規則により文部科学大臣が行う高等学校卒業程度認定試験に合格

した者
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（6）相当の年齢に達し、本大学において、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認め

た者

（7）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者

（編入学）

第１３条　本大学の各学部においては、第 3 年次に編入学させることができる。

2　編入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者でなければならない。

（1）大学院を修了した者または大学を卒業した者

（2）短期大学を卒業した者または高等専門学校を卒業した者

（3）専修学校の専門課程（修業年限が 2 年以上で、かつ、課程の修了に必要な総時間数が 1,700

時間以上）を修了した者

（4）大学に 2 年以上在学し、62 単位以上（卒業要件に算入されるもの）を修得した者

（5）外国において本邦の高等教育課程と同等の課程を修了した者

（6）本大学が指定する外国の高等教育機関において、前第 4 号に定める者と同等の資格を取得し

たと認定された者

3　編入学の試験その他に関しては、別に定める。

（再入学）

第１４条　本大学に再入学できる者は、次の各号のいずれかに該当し、所定の試験に合格した者で

なければならない。

（1）自己の都合により本大学を退学した者で、出願時に退学後 3 年を超えない者

（2）授業料未納のため除籍された者で、出願時に除籍取消期間満了後 3 年を超えない者

2　前項第 1 号および第 2 号の定めにかかわらず、特別な理由がある者については、3 年を超えて

も再入学の出願を認めることができる。

3　退学または除籍前の学部の学科と異なった学部の学科に再入学することはできない。ただし、経

済学部においては、退学または除籍前の学部または学部の学科に再入学することとする。

4　再入学の試験その他に関しては、別に定める。

（転入学）

第１５条　学部または学部の学科に欠員があるときは、他大学に在学中の者を、所定の試験を行い、

転入学させることができる。

2　転入学の試験その他に関しては、別に定める。

（二重学籍の禁止）

第１６条　本大学に現に在籍している者は、本大学の大学院、2 以上の学部学科、大阪産業大学短

期大学部および他の大学院、大学、短期大学、高等専門学校または専修学校の専門課程（修業年

限が 2 年以上で、かつ、課程の修了に必要な総時間数が 1,700 時間以上）に在籍することがで

きない。

（転籍等）

第１７条　本大学に在学中の者で、学部変更、転科（以下「転籍等」という。）を願い出た者につい
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ては、その者が希望する学部または学部の学科に欠員があり、かつ、所定の試験に合格したときは、

転籍等をさせることができる。

2　転籍等については、第１年次に在学する者に限り、願い出ることができる。ただし、第 2 年次

以上に在学する者であっても、あらためて第 2 年次への転籍等を願い出るときは、この限りでない。

3　転籍等の試験その他に関しては、別に定める。

（入学手続）

第１８条　入学試験（編入学試験、再入学試験および転入学試験を含む。）に合格した者が、所定の

期間内に、入学手続きを完了したときは、学長は入学を許可する。

2　正当な理由により、前項の手続きを行うことのできなかった者にたいしては、学長は、教授会の

議を経て、入学手続きを猶予することができる。

（退　学）

第１９条　病気その他のやむを得ない理由で退学しようとする者は、所定の手続きを経て、学長の

許可を受けなければならない。

（休　学）

第２０条　病気その他の理由で休学しようとする者は、所定の手続を経て、学長の許可を受けなけ

ればならない。ただし、休学期間は通算して 3 年を超えることはできない。

2　学長は、前項の願い出があったときは、教授会の議を経て許可するものとする。

3　前項による休学の許可は、休学願い出の時からその年度の終わりまでとする。ただし、特別の事

情があるときは、年度を超えて許可することができる。

4　休学期間中の授業料は徴収しない。ただし、学期の途中から休学する者にたいしては、その学期

の授業料は全額徴収する。

（復　学）

第２１条　休学期間の途中で休学理由が消滅したときは、所定の手続きをとり、教授会の議を経て、

学長の許可を受け、復学することができる。

2　復学者の修学条件は、その者が入学した年度のものを適用する。

3　学期の途中で復学した者にたいしては、その学期の授業料は全額徴収する。

（欠　席）

第２２条　病気その他の理由で欠席しようとする者は、所定の手続きにより、届け出なければなら

ない。

（除　籍）

第２３条　学生が、次の各号のいずれかに該当するときは、除籍する。

（1）学費を納入期限を超えても納めないとき

（2）長期にわたって欠席し、または病気その他の理由で成業の見込みのないと認めたとき

（3）在学期間が、第 6 条第 2 項に定める期間を超えたとき

（4）死亡したとき

2　前項第 1 号によって除籍された者は、納入期限の翌日から 1 ヵ月以内に限り、除籍の取り消し

を願い出ることができる。ただし、特別の事情により、納入が困難な場合には、願い出によって、
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さらに 1 ヵ月の猶予期間を認める。

（留学および短期語学研修生の取り扱い）

第２４条　学生が、協定または認定する外国の大学に留学を希望するときは、教授会の議を経て、

これを許可することができる。

2　前項の規定は、学生が外国の大学または本大学の海外教育施設等に短期語学研修生として学修す

る場合に準用する。

3　第 1 項の留学および前項の短期語学研修生に関する規程は、別に定める。

第４章　教育課程、履修方法および課程修了の認定

（教育課程）

第２５条　学部および学科等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に

教育課程を編成するものとする。

2　各学部の授業科目の分類、名称および単位数は、別に定める。

3　授業科目によっては、教授会の議により、年度によって開講しないことがある。

（単位）

第２６条　各学部の授業科目に対する単位数は、次の基準に基づき、教授会の議を経て、定めるも

のとする。

（1）講義および演習については、15 時間または 30 時間の授業をもって 1 単位とする。

（2）実験、実習および製図については、30 時間または 45 時間の授業をもって 1 単位とする。

2　前項の規定にかかわらず、実験（製図等）を含む科目および演習を含む科目ならびに卒業論文、

卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与すること

が適切とみられる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、教授会の議を経て、単位数を定め

るものとする。

（履修方法）

第２７条　学部の学科は、教育上の区分として、専攻分野別の履修コースを置くことができる。

2　専攻分野別の履修コースおよび授業科目の履修方法については、別に定める。 

（授業科目修了の認定）

第２８条　授業科目修了の認定は試験による。ただし、演習、実験および実習については、試験に

よらないで認定することができる。

2　試験の実施に関しては、別に定める。

3　第 1 項により修了の認定を得た者には、所定の単位を与える。

　（成績の評価基準等）

第２９条　授業科目の成績の評価は、その授業の方法、内容および計画ならびに成績評価の基準を

あらかじめ学生に明示し、当該基準にしたがって行うものとする。

2　授業科目の成績は、100 点満点とし、60 点以上を合格とする。

3　試験の成績の評価基準は、別に定める。
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4　すでに単位を修得した科目については、再び試験を受けることはできない。

（卒業資格）

第３０条　卒業資格は、次の各号のいずれかに該当する者について、教授会の議を経て、学部長が

認定する。

（1） 本大学に休学期間を除き 4 年以上（編入学生においては 2 年以上）在学し、当該学部修学規

程の定めによる単位を修得した者

（2） 本大学に休学期間を除き 3 年以上在学し、当該学部修学規程の定めによる単位を修得し、かつ、

別に定める基準にしたがって、当該単位を優秀な成績をもって修得したと認められた者

2　学長は、前項により卒業資格を認定された者に対し、卒業証書・学位記を授与する。

（学士の学位授与）

第３１条　前条により卒業した者は、次の区分にしたがい学士の学位を授与する。

学士　　（人間環境学）

学士　　（体育学）

学士　　（経営学）

学士　　（経済学）

学士　　（工学）

2　学位および学位の授与については、本学則のほか、別に定める大阪産業大学学位規程による。

　（教職課程）

第３２条　教育職員免許状の取得を希望する者のために、教育職員免許法および同法施行規則に基

づく教職課程を置く。

2　本大学において、取得できる教育職員免許状の種類および免許教科は、別表第 2 のとおりとする。

3　前項の免許状を取得するための授業科目の履修方法および取得すべき単位等必要な事項は、別に

定める。

（他の大学または短期大学における授業科目の履修等）

第３３条　本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学の定めるところにより他の大学ま

たは短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、教授会の議を経て、60 単位

を超えない範囲で本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2　第 24 条により定める大学において、学生が履修した授業科目について修得した単位を、本大学

における授業科目の履修により修得したものとみなし、教授会の議を経て、単位を与えることがで

きる。

3　前項により与えることのできる単位数は、第 1 項により本大学において修得したものとみなす

単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。

（大学以外の教育施設等における学修）

第３４条　本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学または高等専門学校の専攻

科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本大学における授業科目の履修とみな

し、教授会の議を経て、単位を与えることができる。

2　前項により与えることのできる単位数は、前条により本大学において修得したものとみなす単位

学　

則

071



数と合わせて 60 単位を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第３５条　本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学または短期大

学において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修により修得した単位を含む。）を、

教授会の議を経て、本大学に入学した後の本大学における授業科目の履修により修得したものと

みなすことができる。

2　本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に行った前条第 1 項に規定

する学修を、本大学における授業科目の履修とみなし、教授会の議を経て、単位を与えることがで

きる。

3　前 2 項により修得したものとみなし、または与えることのできる単位数は、編入学、転入学の

場合を除き、本大学において修得した単位以外のものについては、前 2 条により本大学において

修得したものとみなす単位数と合わせて 60 単位を超えないものとする。

第５章　学費および学費以外の費用

（学費等）

第３６条　学費および学費以外の費用は、別表第 3 のとおりとする。

2　前項にかかわらず、第 43 に定める外国人留学生の学費は、別表第 4 のとおりとする。

3　学費および学費以外の費用を一たん納入した後は、一切返還しない。ただし、一般入学試験合格

者に限り、入学金以外の納付金は申請により、期限つき返還とする。

（学費の納入）

第３７条　学費は、所定の期限までに納入しなければならない。

2　学費の納入については、別に定める。

第６章　職員組織、教授会および協議会

（職員組織）

第３８条　本大学に、学長を置く。学長は、本大学を統轄する。

2　本大学に、副学長を置く。副学長は、別に定める大阪産業大学副学長および学長補佐規程第 4

条に定める職務を遂行する。

3　本大学に、教授、准教授、講師、助教および助手を置く。

4　本大学に、事務職員等を置く。

5　本大学に、教務助手および技術職員を置く。

（教授会）

第３９条　本大学に、教授会を置く。

2　教授会は、教育研究に関する次の事項を審議する。

　（1）学部長、教養部長および協議会協議員ならびに各種委員会委員の選出に関する事項
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　（2）各学部および教養部（以下「学部」という。）に関する諸規程の制定および改廃に関する事項

　（3）学科、専攻の設置、廃止および変更に関する事項

　（4）学生の成績評価に関する事項

　（5）学生の厚生および補導に関する事項

　（6）学生の賞罰に関する事項

　（7）教育および研究に関する事項

　（8）学部の事業計画および予算申請に関する事項

　（9）学科目の種類および編成に関する事項

　（10）学生の入学、退学、休学、復学、転部および卒業その他学生の身分に関する事項

　（11）学位の授与に関する事項

　（12）教育職員の人事に関する事項

　（13）学長より諮問された事項

　（14）その他、学部の運営上重要な事項

3　教授会は第 2 項 9 号から第 13 号の事項について、審議を経て学長に意見を述べるものとする。

4　教授会の構成員は、別に定める大阪産業大学教授会規程による。

　（協議会）

第４０条　本大学に、協議会を置く。

2　協議会は、教育研究に関する次の事項を審議する。

（1）学則および学内諸規程の制定、改廃に関する事項

（2）学部、学科の設置、廃止および変更に関する事項

（3）主要な施設の設置、廃止および変更に関する事項

（4）教育職員の人事に関する各学部共通の事項

（5）教学に関する各学部共通の事項

（6）学生の厚生補導および賞罰に関する事項

（7）予算の編成執行の基本方針に関する事項

（8）学長より審議要請された事項

（9）その他、本大学の運営上重要な事項

3　協議会の構成員は、別に定める大阪産業大学協議会規程による。

第７章　科目等履修生および研究生

（科目等履修生）

第４１条　本大学の特定の授業科目について科目等履修を志願する者があるときは、本大学学生の

修学に妨げのない限り、選考の上、教授会の議を経て、これを許可することができる。

2　科目等履修生を志願できる者は、高等学校を卒業した者またはそれと同等以上の学力を有すると

認められた者とする。ただし、教育職員免許状取得、その他法令に定める資格を得ることを目的と

する者は、そのための必要な基礎資格を有することとする。
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3　科目等履修生が履修した授業科目の試験を受け合格した場合には、単位を与える。

4　科目等履修に要する費用等は、別表第 3 のとおりとする。

5　科目等履修生に関する規程は、別に定める。

（研究生）

第４２条　本大学において、特定の専門事項について研究することを志願する者があるときは、本

大学の教育研究に支障のない場合に限り、教授会の議を経て研究生として入学を許可することが

ある。

2　研究生を志願することのできる者は、大学を卒業した者および卒業見込の者またはそれらと同等

以上の学力を有すると認められた者とする。

3　研究期間は、6 ヵ月または 1 ヵ年とする。ただし、特別の理由がある場合は、その期間を更新

することができる。

4　研究料は、別表第 3 のとおりとする。

5　研究生に関する規程は、別に定める。

第８章　外国人留学生

（外国人留学生）

第４３条　外国人であって、第 12 条各号および第 13 条各号のいずれかに該当するものが入学を

志願したときは、選考の上、外国人留学生として入学させることができる。

2　外国人留学生は、学則、外国人留学生規程およびその他の規程を適用する。

（短期外国人留学生）

第４４条　前条第 1 項の定めにかかわらず、海外の大学との協定に基づき、当該大学の学生につい

て所定の期間に限り受け入れを要請された場合は、または、海外の大学に在籍する学生が本学へ

の留学を志願し、在籍大学から推薦を受けた場合は、原則として 1 年以内の期間に限り、学長は

短期外国人留学生として受け入れを許可することができる。

2　短期外国人留学生の受け入れに関する規程は、別に定める。

第９章　付置施設および厚生施設

（付置施設）

第４５条　本大学に、次の付置施設を置く。

（1）綜合図書館

（2）産業研究所

2　前項の付置施設の運営については、別に定める。

（福利厚生施設）

第４６条　本大学に、次の福利厚生施設を置く。

（1）セミナーハウス
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（2）医務室

（3）食　堂

（4）その他

2　前項の諸施設の運営については、別に定める。

第１０章　賞罰

（表彰）

第４７条　学生で、他の学生の模範となる者、または本大学の栄誉を高めた者は、教授会の議を経て、

学長が表彰する。

（懲戒）

第４８条　本大学の学則その他諸規程に違反し、または本大学の体面を汚し、あるいは学校教育法

施行規則第 26 条の規定に該当する者は、教授会の議を経て、学長が懲戒する。

2　懲戒は、訓告、停学および退学とする。

3　前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

（1）性行不良で、改善の見込みがないと認められる者

（2）本大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者

第１１章　雑則

（学生生活）

第４９条　本大学の学生として、学生生活を送るうえに必要な規則は、別に定める。

　（学生部委員会）

第５０条　学生に対する助言および補導のため、学生部委員会を置く。

2　学生部委員会に関しては、別に定める。

（規程の適用）

第５１条　本学則および付属諸規程は、別に定めあるとき、または教授会の決定により特に指示し

たものを除き、入学から卒業までは、その者の入学時の規程を適用する。

2　編入学者、再入学者および転籍等をした者については、それぞれ入学または転籍等を許可された

学部または学部の学科のその年次の者と同一に取り扱う。ただし、転籍等を許可された者が、すで

に納めた入学金が新たに許可された学部または学部の学科の入学金より少ないときは、第 17 条第

2 項ただし書きの者を除き、その差額を追徴する。

附　則

（施行期日）

この学則は、昭和 40 年 4 月 1 日から施行する。

附　則　（平成 28 年 3 月 19 日）

（施行期日）
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１　この学則は、平成 28 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 5 条の規定にかかわらず、平成

28 年度から平成 30 年度までの収容定員は次のとおりとする。

学 部 学　　科
収容定員

平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度

人間環境学部

文化コミュニケーション学科 575 名 560 名 545 名

生活環境学科 570 名 550 名 530 名

スポーツ健康学科 500 名 520 名 540 名

経営学部
経営学科 1,240 名 1,240 名 1,240 名

商学科 840 名 840 名 840 名

経済学部
経済学科 1,100 名 1,100 名 1,100 名

国際経済学科 1,040 名 1,040 名 1,040 名

デザイン工学部
情報システム学科 440 名 440 名 440 名

建築・環境デザイン学科 440 名 440 名 440 名

工学部

機械工学科 420 名 420 名 420 名

交通機械工学科 560 名 560 名 560 名

都市創造工学科 325 名 340 名 355 名

電子情報通信工学科 390 名 390 名 390 名

計 8,440 名 8,440 名 8,440 名

2　工学部土木工学科名称変更に伴う経過措置

　　工学部土木工学科は、改正後の学則第 2 条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、

存続するものとし、土木工学科は、平成 16 年 4 月 1 日から学生募集を停止し、在学生の卒業を

まって廃止する。

3　工学部機械工学科夜間主コースおよび同交通機械工学科夜間主コースの学生募集停止に伴う経過

措置

　 工学部機械工学科および同交通機械工学科のコース制は、平成 17 年 4 月 1 日から廃止する。

ただし、工学部機械工学科昼間コース・夜間主コースおよび同交通機械工学科昼間コース・夜間主

コースは、改正後の学則第 2 条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、存続する

ものとし、機械工学科夜間主コースおよび同交通機械工学科夜間主コースは、平成 17 年 4 月 1

日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。

4　工学部電気電子工学科名称変更に伴う経過措置

　 工学部電気電子工学科は、改正後の学則第 2 条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するま

での間、存続するものとし、電気電子工学科は、平成 18 年 4 月 1 日から学生募集を停止し、在

学生の卒業をまって廃止する。

5　工学部環境デザイン学科名称変更に伴う経過措置

　 工学部環境デザイン学科は、改正後の学則第 2 条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業する

までの間、存続するものとし、環境デザイン学科は、平成 20 年 4 月 1 日から学生募集を停止し、
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在学生の卒業をまって廃止する。

6　人間環境学部文化環境学科および都市環境学科名称変更に伴う経過措置

　 人間環境学部文化環境学科および都市環境学科は、改正後の学則第 2 条にかかわらず、当該学科

の在学生が卒業するまでの間、存続するものとし、文化環境学科および都市環境学科は、平成 20

年 4 月 1 日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。

7　経営学部流通学科名称変更に伴う経過措置

　 経営学部流通学科は、改正後の学則第 2 条にかかわらず、当該学科の在学生が卒業するまでの間、

存続するものとし、流通学科は、平成 23 年 4 月 1 日から学生募集を停止し、在学生の卒業をま

って廃止する。

8　工学部情報システム工学科および建築・環境デザイン学科の学生募集停止に伴う経過措置

    工学部情報システム工学科および建築・環境デザイン学科は、改正後の学則第 2 条にかかわらず、

当該学科の在学生が卒業するまでの間、存続するものとし、情報システム工学科および建築・環境

デザイン学科は、平成 24 年 4 月 1 日から学生募集を停止し、在学生の卒業をまって廃止する。
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別表第１　入学定員、３年次編入学定員および収容定員

学 部 学 科 入学定員 3 年次
編入学定員 収容定員

人間環境学部

文化コミュニケーション学科 125 名 20 名 540 名

生活環境学科 120 名 20 名 520 名

スポーツ健康学科 135 名 −名 540 名

経営学部
経営学科 300 名 20 名 1,240 名

商学科 200 名 20 名 840 名

経済学部
経済学科 265 名 20 名 1,100 名

国際経済学科 250 名 20 名 1,040 名

デザイン工学部
情報システム学科 105 名 10 名 440 名

建築・環境デザイン学科 105 名 10 名 440 名

工学部

機械工学科 100 名 10 名 420 名

交通機械工学科 130 名 20 名 560 名

都市創造工学科 90 名 5 名 370 名

電子情報通信工学科 95 名 5 名 390 名

計 2,020 名 180 名 8,440 名
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別表第２　教育職員免許状の種類および免許教科

学　部 学　科 免許状の種類 免許教科

人間環境学部

文化コミュニケーション学科

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状

社　会 

公　民生活環境学科

スポーツ健康学科 保健体育

経営学部

経営学科 高等学校教諭一種免許状 商　業

商学科

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状

社会 

公民 

商業

経済学部

経済学科 中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状

社会 

地理歴史 

公民
国際経済学科

デザイン工学部

情報システム学科

高等学校教諭一種免許状 情　報

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状
数　学

建築・環境デザイン学科
高等学校教諭一種免許状

美　術

工　芸

工　業

中学校教諭一種免許状 美　術

工学部

機械工学科

高等学校教諭一種免許状 工  業交通機械工学科

都市創造工学科

電子情報通信工学科

高等学校教諭一種免許状
工　業

情　報

中学校教諭一種免許状 

高等学校教諭一種免許状
数　学
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別表第 3

1、学費
（1）入学金 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円） 

   学部等

項目

人間環境学部
　文化コミュニケーション学科

　生活環境学科

　スポーツ健康学科

経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

入学金 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

再入学金 10,000

（2）授業料

【平成 27 年度以前入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円） 

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年額 740,000 874,000 728,000 728,000 1,008,000 1,008,000

【平成 28 年度入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年額 720,000 850,000 708,000 708,000 980,000 980,000
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（3）教育環境充実費

【平成 27 年度以前入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

2 年 目 以 降 の ( )
は ア パ レ ル 産 業
コース

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年
額

入学
年度 164,000 236,000 154,000 154,000 290,000 290,000

2 年目
以降 195,000 267,000

185,000
(246,000)

185,000 321,000 321,000

【平成 28 年度入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年
額

入学
年度 160,000 230,000 150,000 150,000 282,000 282,000

2 年目
以降 190,000 260,000 180,000 180,000 312,000 312,000

　2 年次以降の授業料・教育環境充実費については、学年進行に伴い前々年度の消費者物価指数平

均上昇率等を勘案してスライド制を実施する。

（注） ① 上記授業料・教育環境充実費は全学生に適用する。ただし、在学年数が 4 年を超

える学生（外国人留学生授業料減免措置を受ける者を除く。）および 2 年を超える

編入学生（外国人留学生授業料減免措置を受ける者を除く。）の授業料・教育環境

充実費は、その半額を減免する。

② 前項ただし書きの適用にあたり、第 2 年次以上に在籍する者があらためて第 2 年

次へ転籍等をする場合は、4 年を超えるという条件に拘らず、転籍等後の所属学部・

学科において修業年限を越えた時点から適用する。学　

則

081



（4）科目等履修料および研究料 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）
項目 金額

科目等履修料 1 単位 10,000

 
（単位　円）

項目 金額

研究料

人間環境学部

経営学部

経済学部

6 カ月 150,000

1 カ年 300,000

デザイン工学部

工学部

6 カ月 200,000

1 カ年 400,000

2、学費以外の費用
（1）検定料             　　　　　　　　　　　　　　　　　                        （単位　円）

入学検定料 35,000〔30,000〕

研究生検定料 30,000

大学入試センター試験利用入試入学金検定料 20,000〔15,000〕

科目等履修生検定料 15,000

※〔　〕内金額は、WEB 出願による検定料
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別表第 4

外国人留学生学費
（1）入学金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円） 

  学部等

項目

人間環境学部
　文化コミュニケーション学科

　生活環境学科

　スポーツ健康学科

経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

入学金 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000

再入学金 10,000

（2）授業料
【平成 26 年度以前入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円） 

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年額 935,000 1,141,000 913,000 913,000 1,329,000 1,329,000

【平成 27 年度入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　（単位　円） 

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年額 740,000 874,000 728,000 728,000 1,008,000 1,008,000

【平成 28 年度入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年額 720,000 850,000 708,000 708,000 980,000 980,000
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（3）教育環境充実費

【平成 27 年度入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        　　　（単位　円） 

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年
額

入学
年度 164,000 236,000 154,000 154,000 290,000 290,000

2 年目
以降 195,000 267,000 185,000 185,000 321,000 321,000

【平成 28 年度入学者】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　円）

　学部等

項目

人間環境学部 経営学部
　経営学科

　商学科

経済学部
　経済学科

　国際経済学科

デザイン工学部
　情報システム学科

　建築・環境デザイン学科

工学部
　機械工学科

　交通機械工学科

　都市創造工学科

　電子情報通信工学科

文化コミュニケー
ション学科

生活環境学科

スポーツ
健康学科

年
額

入学
年度 160,000 230,000 150,000 150,000 282,000 282,000

2 年目
以降 190,000 260,000 180,000 180,000 312,000 312,000

　2 年目以降の授業料・教育環境充実費については、学年進行に伴い前々年度の消費者物価指数の

平均上昇率等を勘案してスライド制を実施する。

（注）上記授業料・教育環境充実費は全外国人留学生に適用する。ただし、在学年数が 4 年を超える

外国人留学生（外国人留学生授業料減免措置を受ける者を除く。）の授業料・教育環境充実費は、

その半額を減免する。 

（4）科目等履修料および研究料

　　別表第 3 と同額とする。
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